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生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	��

生活保護法（昭和��年法律第���号）第�	条の�の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

第�
���号 平成��年��月��日 (�)

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 指定年月日

セラ薬局 ポエム店 松江市東津田町����－� 平成��年��月�日

あさひ薬局 松江市朝日町��－� 平成��年��月�日

新崎薬局 出雲市大津新崎町六丁目�番地 平成��年�月�日

おおぎ調剤薬局 雲南市大東町大東�	��－� 平成��年�	月��日

はまもと内科クリニック 雲南市大東町大東�	��－� 平成��年��月�日

� �

� �

生活保護法の規定による医療扶助を担当する機関の指定 （地 域 福 祉 課） �

生活保護法の規定による指定医療機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

地籍調査の成果の認証 （用 地 対 策 課） �

車両制限令の規定に基づく道路の指定 （道 路 維 持 課） �

都市計画変更の図書の縦覧 （都 市 計 画 課） �

島根県営住宅条例の規定に基づく入居者駐車場の使用料の一部改正 （建 築 住 宅 課） �

 �

島根県立中央病院検体検査業務委託の業務委託者選定のための提案競技の実施 （医 療 対 策 課） �

島根県中小企業制度融資要綱の規定に基づく指定事業活動制限事業者及び指定地 （経 営 支 援 課） �

域の指定

���

平成�年度財政的援助団体等監査の結果に関する報告に基づき講じた措置 �

���

島根県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 （警 察 本 部） �	

����������������������������������������������������
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平成��年��月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	
�

国土調査法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、地籍調査の成果を次のとおり認証したので、同条

第	項の規定により告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

�����������

車両制限令（昭和
�年政令第���号）第�条第項第�号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が���メート

ルである道路を次のとおり指定する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

 路線名及び区間

� 指定期日

平成��年��月��日

�����������

都市計画法（昭和�
年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第項の規定により都市計画を変更し

たので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第項の規定により次のとおり告示し、同条第�項の規定により

当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

 都市計画の種類

出雲都市計画道路

� 都市計画を変更する土地の区域

第���
�号 平成��年��月��日(�)

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 廃止年月日

新崎薬局 出雲市大津新崎町六丁目�番地 平成��年�月日

調査を行っ
た者の名称

調査を行った時期
成 果 の 名 称

調査を行った地域 認証年月日
地 籍 図 地 籍 簿

雲南市 平成��年度～��年度 ��枚 冊 下久野� 平成��年��月�
日

益田市 平成��年度～��年度 
�枚 冊 小原Ⅳ 平成��年��月�
日

浜田市 平成�
年度～��年度 �
枚 冊 折居�－ 平成��年��月�
日

美郷町 平成��年度～��年度 ��枚 冊 猿丸 平成��年��月�
日

道路の種類 路 線 名 区 間

県道 斐川上島線 簸川郡斐川町大字直江町����番�地先から同大字
���番地先まで
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簸川郡斐川町大字直江町

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

��������	
�

島根県営住宅条例の規定に基づく入居者駐車場の使用料（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、

平成��年��月�日から施行する。

平成��年��月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� �

島根県立中央病院検体検査業務委託に係る業務委託者について、提案競技により選定のうえ特定するので、次のとおり

公告する。

平成��年��月��日

島根県立中央病院長 中 川 正 久

� 提案競技の対象とする業務

� 業務名

検体検査業務

� 業務内容

「検体検査業務委託に関する仕様書」による。

� 履行期間

平成��年	月�日から平成��年�月
�日まで

� 参加資格

提案競技に参加しようとする者は、次の�～�までのすべてに該当すること。

� 地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の	第�項の規定に該当しない者であること。

� 地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の	第�項各号のいずれかに該当すると認められる事実がない

者であること。

� 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は指名停止

第��
�号 平成��年��月��日 (
)

表益田市の項中

「

」

を
「

」
に、

－

（���円）
����円

「

」

を
高津団地 －

（�
�円）

「

」
に、高津団地 ����円

「

」

を
新矢田団地 －

（���円）

「

」
に改める。新矢田団地 ����円
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措置を受けていない者であること。

� 島根県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。

� 会社更生法（平成��年法律第���号）、民事再生法（平成��年法律第���号）等の規定に基づき更生又は再生手続き

等をしていない者であること。

� ブランチラボ方式による検体検査業務に関して相当の実績を有する者であること。

� 提案競技参加希望者の提出書類

この提案競技に参加を希望する者は、以下の書類を提出しなければならない。

� 提案競技参加申込書 �部

� 会社概要書 �部

� 法人登記事項証明書 �部

� 島根県税を滞納していない旨の証明書（平成��年�月末時点）及び未納の消費税及び地方消費税のない旨の証明書

�部

� 提案書 ��部

� 見積書 �部

	 提案競技実施要領及び仕様書の配布期間及び場所

� 期間

平成��年��月��日（金）から平成��年��月
日（金）までの土曜日、日曜日を除く毎日。時間は午前�時から午後

�時までとする。

� 場所

島根県立中央病院事務局業務グループ

� 提出書類の提出方法、提出期限、提出先

� 提出方法

持参（土曜日、日曜日を除く午前�時から午後�時まで）又は郵送による。

� 提出期限

平成��年��月��日（水） 午後�時必着

� 提出先

〒��－���� 島根県出雲市姫原	丁目�番地�

島根県立中央病院事務局業務グループ

電 話 ����－��－���

ＦＡＸ ����－��－����

� 提案競技に関する質問及び回答

� 質問は、期限までに、文書により提出すること。（ＦＡＸによる問い合わせも可とする。）

� 提出期限 平成��年��月��日（金）午後�時まで

� 質問に対する回答は、平成��年��月��日（火）を目途に提案競技参加者に通知する。

� 審査の実施

� 「検体検査業務委託に係る提案審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置し、厳正な審査を行い、委託

予定者の選定を行う。

� 審査方法は、プレゼンテーション及び質疑応答により実施する。

� プレゼンテーション及び質疑応答の実施期日

ア 日時 平成��年�月中旬予定（提案競技参加申込者に別途通知する。）

イ 場所 島根県出雲市姫原	丁目�番地� 島根県立中央病院

� 審査結果の通知

審査の結果は、提案書を提出した者に対して文書で通知する。なお、審査結果についての異議申し立ては受け付け

第�����号 平成��年��月��日(�)
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ない。

� 契約

� 契約相手方

審査委員会が選定した者と地方自治法施行令第���条の�第�項第�号の規定により、随意契約を行う。

� 契約金額

予定価格の範囲内において、委託予定先から徴取した見積書により決定する。

� 契約条項

契約書による。

� 契約保証金

島根県会計規則第��条第�項の規定により契約金額の���分の��以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第

��条の�各号のいずれかに該当する場合は免除する。

� 再委託の制限

委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により県の承諾を得た場合はこ

の限りでない。

	 その他

� 提案競技の実施に関する説明会は開催しない。

� 提出書類の作成に要する費用、旅費、その他この提案競技の参加に関し要する経費は、参加者の負担とする。

� 提出された書類は返却しない。

� 提出された書類等をこの提案競技の選定以外の目的では使用しない。

� 手続きにおいて使用する言語・通貨は、日本語・日本円とする。

� 書類提出後、辞退する場合は、その旨書面により申し出ること。

島根県中小企業制度融資要綱（昭和
�年島根県告示第���号）第条第�号に規定する指定事業活動制限事業者及び同

条第�号に規定する指定地域を次のとおり指定したので公告する。

平成��年��月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 指定事業活動制限事業者

� 指定地域

� � � � � �

��	������
��

地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項の規定により実施した平成��年度財政的援助団体等監査の結果に関

第�����号 平成��年��月�
日 (�)

番号 事 業 者 指定期間

��－� 宍道湖及び神西湖のシジミから基準値を上回る残留農薬（チオベンカルブ）が確認さ

れたことにより、シジミの採取制限を行った内水面漁業を営む者

平成��年��月	日
～

平成��年��月�日

番号 地 域 指定期間

��－ 島根県内全市町村 平成��年��月	日
～

平成��年��月�日
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する報告に基づき講じた措置について、島根県知事から通知があったので、同条第��項の規定により公表する。

平成��年��月��日

島根県監査委員 藤 山 勉

同 絲 原 � 康

同 山 � 悠 雄

同 谷 本 敏

平成��年度 財政的援助団体等監査の結果に対する措置状況

第���	�号 平成��年��月��日(
)

監 査 の 結 果 措 置 状 況

��������	

�
��
��

� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 高等学校等奨学金貸与事業の円滑な実施につい

て

これまで日本育英会が行っていた高等学校等奨

学金事業及び県教育委員会が実施していた高等学

校奨学資金事業については、これらの事業を統一

し、高等学校等奨学金貸与事業として平成��年度

よりこの団体が行うこととなった。

これに伴ない団体の業務量が大幅に増加するこ

とから、今後の状況を把握し適切な対応に努めら

れたい。

� 団体

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 事業資金の確保について

この団体がこれまで実施している県内出身の大

学生等に対する奨学金などの貸与事業について

は、事務局費の支出、学生会館の運営に係る補

填、奨学金の返還等の状況から運用財産の取り崩

しを余儀なくされ、将来的に現在の事業規模を維

持することが困難になる恐れがある。

したがって、事務局経費の削減や返還が滞って

いる奨学金等への取り組みを強化するとともに、

長期的な視点に立った財源確保について検討され

① 高等学校等奨学金貸与事業の円滑な実施について

今後の状況を把握し、事業者所管課に対し適切な対応

を求める。

① 事業資金の確保について

「育英会事業の健全化、内容の充実について検討」す

るため、経営状況改善検討小委員会を設置した。

【�月��日、経営状況改善検討小委員会開催】

当育英会の実施している事業は、島根県の若者を育成

するためには無くてはならない大切な責任を担っている

がその一方で、法人設立の趣旨や目的からは、収益性の

極めて低い事業を実施することとなっている。このた

め、今後の運営については、人件費をはじめとして所要

の事務局経費を縮減していかなければならないとはい



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日 (�)

たい。

② 大阪学生会館（学生寮）の入室率の向上につい

て

県内出身者で近畿内の大学などに在学する学生

等に対し、修学の便をはかるため��名定員の学生

会館を運営しているが、平成��年度当初の入室状

況をみるとかなりの空室があった。

ついては、選考方法などの見直しにより、学生

会館の入室率の向上に努められたい。

え、職員の志気に影響が及ばないよう配意が必要であ

る。収益性の低い事業を実施しながら、低金利時代を乗

り切るためには、運用財産の取り崩しか行政からの公的

資金による積極的な支援が不可欠である。

当面の支援としては、平成��年度	月補正で、定住誘

導基金を補助金としてもらっているが、中長期的な経営

についてはさらに協議の必要がある。

また、果実収入のアップや大阪学生会館の運営改善の

取組として入寮費等の見直しが検討され、
月の定例経

営委員会、理事会に報告することになった。

【
月
日、定例経営委員会開催】

【
月��日、定例理事会開催】

経営改善検討小委員会の報告を受け継続審議中であ

る。

② 大阪学生会館（学生寮）の入室率の向上について

【平成��年度募集の新規方策】

ア 応答学校向け募集方法を、説明会に加え個別に高等

学校を訪問し周知徹底を図った。

イ ポスターを作成し、県内の郵便局等に掲示した。

ウ 入寮資格を緩和した。（前例のある、大学等の専攻

科生については、館長の推薦をもって採用とした。

【平成��年度募集の新規方策】

ア 会館付近の大学等を訪問し、協力依頼をした。

イ 募集要領を会館付近の大学等に配付し協力を依頼す

る。

��������	

�
����

� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 契約事務について

ノート型パソコンの購入契約において、予定価

格を上回った金額で契約をしていた。

また、財団の会計規則第��条第項の規定によ

り契約書を作成しなければならないにもかかわら

ず、契約書が作成されていなかった。

① 契約事務について

今後は、会計規程で規定している事項を遵守して、契

約事務を適正に実施するよう徹底した。

また、会計実務研修等へ職員を参加させることによ

り、会計業務に係る遂行能力の向上を図る。



島 根 県 報第�����号 平成��年��月��日(�)

イ 運営の合理化に資する意見

① 今後の集客対策について

平成��年度開館当初の入館状況は好調であった

が、その後の入館者数は、減少を続けているの

で、展示方法の検討や接客サービスの向上、広

報・営業活動の強化等による集客対策を積極的に

進められたい。

② 経営状況の的確な把握について

本財団は基本財産の運用益や県からの負担金収

入はあるものの、多くは事業収入で運営してお

り、健全な運営のためには収入と支出の適正なバ

ランスを維持することが重要である。

そのためには、試算表等の財務諸表の活用によ

り経営状況を的確に把握するとともに、企業会計

的手法による経営分析の実施についても検討され

たい。

また、職員の経営感覚とコスト意識の向上にも

努められたい。

③ 内部留保資金の活用について

財団の平成��年度の決算では��億円余の多額の

内部留保資金が計上されている。

この資金の活用方法については、公益法人とし

ての性格や財団の設置目的を踏まえた運営方針を

定め、集客力向上のための施設整備の計画等を明

確にした上で、慎重に検討されたい。

① 今後の集客対策について

平成��年度の入館者は昨年度対比		％の���千人であ

り、平成��年度の各月入館者は、昨年度同月を若干上回

り推移をしている。

これは、これまで行ってきたスポットガイドやバブル

リング等展示の工夫やラッピングバス広告、ＰＲキャン

ペーン等の集客対策の結果であると認識している。引き

続き積極的な集客対策を行っていきたい。

② 経営状況の的確な把握について

公益法人会計基準（「公益法人の設立許可及び指導監

督基準」（平成
年�月��日閣議決定）に準拠して処理

しており、経営の健全化に努めているところである。そ

の中で、経営状況の的確な把握をし、健全運営に努めた

い。また、経営分析については毎年『経営評価』の中で

行ってきたところであるが、企業会計的手法の実施につ

いても会計基準に則り検討していきたい。

職員の経営意識の更なる向上に努め、水族館の健全な

運営を図りたい。

③ 内部留保資金の活用について

内部留保資金��億円の活用方法について島根県と協議

を行った結果①島根県への納付億円（平成��年�月��

日納付）②施設設備資金億円（ペンギン舎屋等整備計

画平成��年度オープン予定）③財政調整資金億円（財

政調整基金として個別に管理）として活用することと

なった。
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� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体

ア 改善を要する事項

○公表・指摘事項

① 収入事務について

活動団体等に複写機を利用させているが、その

領収書（控）の金額が訂正されているものがあっ

た。

① 収入事務について

領収書金額の訂正は平成��年度は行ったが、平成��年

度以降は行っていない。
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イ 運営の合理化に資する意見

① 環境保全活動支援助成事業の助成対象について

この事業の助成対象には、法律に基づき市町村

が行わなければならない一般廃棄物のゴミの分

別・収集等を内容とする活動も含まれているの

で、事業の助成対象の範囲について検討された

い。

① 環境保全活動支援助成事業の助成対象について

当助成事業の対象範囲は、あくまでも一般県民の自発

的なボランティア活動に対し助成している。市町村が行

う一般廃棄物処理（例えば、市等が主催するクリーンデ

イなどに参加する経費）については助成対象としていな

い。

なお、ボランティア団体がまちづくりや景観保全など

のための自発的な美化活動は対象としている。

��������	
��

��������

� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 公益法人会計基準に基づく収支予算書について

公益法人会計基準に基づく収支予算書の総括表

が作成されていなかった。

イ 運営の合理化に資する意見

① 自主事業に対する財源確保について

団体の自主事業は、主に、運用財産の取り崩し

により実施しているが、このような状況が続く

と、将来的には自主事業の実施が困難となる恐れ

がある。

ついては、団体は、経費の削減を行うととも

に、自主事業の見直しや財源確保について県と一

体となって検討されたい。

② 「あすてらす」の利用の促進について

「あすてらす」の研修室等の貸館施設や宿泊施

設の利用状況は、低迷している。特に、研修を目

① 公益法人会計基準に基づく収支予算書について

指摘後の平成��年度収支補正予算書及び平成��年度収

支予算書から総括表を作成しており、今後も作成するこ

ととしています。

① 自主事業に対する財源確保について

平成��年度決算においては、施設管理運営事業（施設

運営会計）に関しては、経費節減等により、	百万円余

の余剰金を出すことができました。

また、一般事業（一般会計）や宿泊事業（収益事業会

計）においても経費節減を図った結果、財団全体では、

�����千円の余剰金を事業運営基金会計へ繰り入れるこ

とができました。［平成�
年度決算では
��
�千円の取

り崩し］

今後も一層経費の節減に努めるとともに、従来自主事

業として行っている事業の内、女性ファンドの助成対象

となる事業については、女性団体等に対して、ファンド

の活用を促し、また、実費負担を求めることが妥当な部

分については、負担を求めることなどにより、効率的・

効果的な事業展開を図ります。

② 「あすてらす」の利用の促進について

女性団体や市町村が行う研修にも企画段階からアドバ

イスを行い、本来の目的である研修施設としての利用促
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的とした利用は、開館当初と比べ大幅に低下して

おり、研修参加者の宿泊利用も少ない状況にあ

る。

団体は、「あすてらす」が男女共同参画社会の

実現を図るための中心的施設であることから、今

後、企画事業、研修等に工夫を加え、活用を図る

とともに、県内外の女性団体、市町村等に対し

て、貸館施設や宿泊施設の利用について広報・啓

発し、利用の促進に努められたい。

進を図ります。また、研修と宿泊とを一体とした事業の

実施を検討します。

施設案内パンフレット、チラシのデザインを変更して

増刷するとともに、宿泊施設パンフレットを新しく作成

し、県の機関や各種団体、県人会などへも利用を働きか

けていきます。

��������	
�� ������

������

����������

�������

� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 文化事業等の実施について

団体は、指定管理者の指定を目指して、組織や

職員給与の見直しを行うなど経営の効率化に取り

組み、平成��年	月から指定を受けた。

引き続き、経費の節減などの経営の効率化に努

めるとともに、団体の設立趣旨を踏まえ広く県民

に親しまれる文化事業等の充実に努められたい。

① 文化事業等の実施について

指定管理者として、今後も引き続き経費の節減などの

経営の効率化を図り、健全な経営に努めるとともに、県

民ニーズに応える文化事業等の充実に努める。
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� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 三瓶自然館と県内博物館等との連携について

三瓶自然館とアクアス、ゴビウス、世界遺産登

録を目指す石見銀山遺跡等とが広域的に連携がで

きるよう、周遊ルートの設定や共通パスポートの

発行などについて、関係部局と一体となって検討

① 三瓶自然館と県内博物館等との連携について

指定管理者である三瓶フィールドミュージアム財団と

協調し、必要に応じて関係部局と調整を行って参りた

い。
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されたい。

② 三瓶自然館の管理運営について

三瓶自然館の本館については、空調施設等の老

朽化が進んでいるので、大規模修繕等を検討され

たい。

また、平成��年�月「ふれあいの里奥出雲財

団」から引き継いだ「ふれあいの里奥出雲公園」

については、維持管理費の増嵩が見込まれること

から、公園の施設の縮小等を含め、今後のあり方

を検討されたい。

� 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 公益法人会計基準に基づく貸借対照表等につい

て

公益法人会計基準に基づく貸借対照表等の総括

表が作成されていなかった。

また、計算書類の注記の記載事項に不備があっ

た。

② 契約事務について

業務委託契約において、委託業務の完了検査及

び委託料の支払いが遅れていた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 三瓶自然館の集客対策について

三瓶自然館は、自然と親しみ、自然に学び、自

然を守る心を育てる場、各種自然情報の交換の場

等として整備され、企画展示や各種講座の開催、

資料の収集・保存などを行っている。

今後、団体は、企画展示等に一層工夫を加える

とともに、県内外の幅広い年齢層の人々に利用さ

れるよう広報・啓発に努められたい。

また、アクアス、ゴビウス、世界遺産登録を目

指す石見銀山遺跡等との周遊ルートの設定や共通

パスポートの発行などについて検討されたい。

② 三瓶自然館の管理運営について

施設の老朽化に対する改修は逐次実施していきたい。

また、ふれあいの里奥出雲公園については平成��年度

から設置目的を変更し「自然と親しむ場を確保し、あわ

せて自然環境に関する学習の機会を提供するための施

設」として管理をはじめたところである。平成�	年度に

おいても老朽施設の撤去など管理の改善に努めたところ

であるが、今後とも利用促進に向けた取り組みや管理の

あり方について、指定管理者である三瓶フィールド

ミュージアム財団と協調しながら検討して参りたい。

① 公益法人会計基準に基づく貸借対照表等について

指摘に基づき、平成�	年度決算書より総括表を作成し

た。

また、注記書類については、基本財産の増減額及び残

高の項を、同決算書より記載した。

② 契約事務について

監査後、直ちに処務規程及び起案作成に関する研修

（平成�	年��月�
日）を実施し、この中で業務委託契約

における完了検査及び支払事務について、所定の期限内

に処理するよう周知、徹底を図ることとした。

① 三瓶自然館の集客対策について

島根県では平成�	年度より全国に先駆けて指定管理者

制度の導入が図られたところである。従って、「運営の

合理化に関する意見」については十分に認識し、既に

様々な具体的な対応を図ってきている。

ちなみに、指定管理者制度導入後初の企画展示となっ

た平成�	年度夏期企画展（「月へのいざない」）では、

県内教育機関はもとより各協力団体からなるプロジェク

トチームを結成し、アメリカ航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が

保有する「月の石」の展示を実現させたほか、広報にお

いても街頭ＰＲや手作り宣伝カーの導入など、新たな工

夫、試みを取り入れた。その結果当初目標�万人（開催

期間中）を大きく上回る�万千人の入館者を得るな

ど、確実に成果を上げつつある。

また、アクアス、ゴビウスとの連携では、県内自然系

施設として、定期的に三館交流会議を催し、館長レベ
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ル、担当者レベルでの意見交換はもとより、具体的連携

策さらには共通パスポートの実現化に向け検討を進めて

いる。 石見銀山との連携については、焦眉の急を迫ら

れているところであり、大田市の他関係機関との調整を

進めながら、既にアクセスマップづくりやガイドブック

作成等を関係機関とともに始めているところである。
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� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 支出事務について

旅費の額の計算を誤って支給していた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 今後の経営のあり方について

平成��年開設以来、単年度の収支均衡が図られ

るよう努力した結果、事業収益は増加しており、

平成��年度は黒字に転換した。

しかしながら、各種リサイクル法の強化や産業

廃棄物減量税の導入に伴い産業廃棄物最終処分量

の減少が予想されるため、今後、一層の収益確保

の取り組みが必要となってくるものと思われる。

また、一方で現在の管理型第�期処分場は平成

�	年には容量が不足するため、今後、第
期工事

が予定されていることから、多額の投資に伴う借

入金償還金等も増大してくることとなる。

したがって、会社訪問やダイレクトメールの活

用などの営業活動を更に強化するとともに、委託

契約の見直し、予定価格の精査等競争原理の導入

や諸経費の節減にも努められたい。

① 支出事務について

陸路の計算に当たって、片道距離ごとに端数を切り捨

てて計算していたが、往復距離の合計後の端数を切り捨

てる計算に修正している。

① 今後の経営のあり方について

事業収入の拡大を図るため、会社への訪問営業、特に

収集運搬業者・中間処理業者への営業活動の強化、県・

市町村への紹介活動、ダイレクトメールでの周知等積極

的な営業活動の推進を図っている。

また、経費の節減を図るため、工事発注単価の検証、

設計施工方法の再検討など、一層の事業コストの削減を

図るとともに、費用対効果に意識を持って対応に努めて

いる。
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� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に
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執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 民生児童委員の活動しやすい環境づくりについ

て

委員は、社会奉仕の精神をもち、また、住民の

立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社

会福祉の増進に努めることとされている。

核家族化、少子高齢化の進展による独居老人世

帯や子育てに悩む母親等が増加するなかで、地域

などの様々な情報の入手が難しくなったため、委

員が十分に活動を行うことができにくくなる傾向

にある。

ついては、県民の民生児童委員活動に対する十

分な理解を得るための啓発や、市町村民生児童委

員協議会等が行う適切な情報提供や研修の充実な

どにより、委員が活動しやすい環境づくりに努め

られたい。

� 団体

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 民生児童委員活動の充実のための取り組みにつ

いて

地域住民全体による地域福祉の推進が求められ

るなか、そのネットワークの中核的役割を果たす

民生児童委員の活動を充実・強化する必要があ

る。

団体は、委員活動強化のための具体的な取組み

を検討するとともに、市町村民生児童委員協議会

等と連携して情報提供等の充実に努められたい。

① 民生児童委員の活動しやすい環境づくりについて

民生委員・児童委員が十分に活動が行えるよう、県の

ホームページで民生委員・児童委員の活動内容等を紹介

するなど、積極的にＰＲを行っているところである。

また、今後は、市町村に対しても、民生委員・児童委

員について積極的にＰＲしてもらえるよう、周知を図

る。

更に、今年度の研修に関しては災害時に要支援者に対

して、迅速に対応することができるよう、「災害時避難

支援活動」に関して研究協議を行うなど、より実践に即

したテーマを設けることにより、研修の充実を図る。

① 民生児童委員活動の充実のための取り組みについて

�、平成��年��月の一斉改選に向けて、地域福祉を推進

する観点から、民生委員、児童委員及び主任児童委員

の定数や単位民生児童委員協議会の規模について、検

討中である。

	、各委員が地域福祉の推進役になるために、各研修会

では、従来の一方的な講義のみの形態から、リーダー

力やコミュニケーション力を向上するための演習形態

を積極的に取り入れている。


、民生委員・児童委員が取り組む課題は時代と共に変

化してきている。従来は、高齢者の介護問題等に関す

る活動が主であったが、近年は子育て支援、児童虐待

や犯罪から子供を守ること、また、災害時の非難誘導

や災害に備えた要支援者の把握などへの取り組みに対

しても期待が寄せられている。これらの新しい課題に

ついては、常に理事会等各種会議や各研修会で取り上

げ、具体的な活動や個別支援につなげるよう努めてい

る。

����������	
��
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� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 予定価格の設定について

��万円以上の委託契約において、予定価格が設

定されていなかった。

① 予定価格の設定について

本会経理規程第��条及び契約事務取扱要領第�	条の定

めにより、予定価格が��万円以上の随意契約については

予定価格調書を作成することとなっているが、職員に徹

底されていなかった。

今後各種会議及び研修等を通して職員に徹底を図るこ

ととしている。

�	�
����������

�������

� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 使用料の収納事務について

体育館利用者の使用料収納にあたり、児童・生

徒等の利用については、利用の都度使用料を現金

で受領していたが、その際に領収証を発行してい

なかった。

② 公益法人会計基準に基づく正味財産増減計算書

等について

公益法人会計基準に基づく正味財産増減計算書

が未作成のほか、計算書類の注記が記載されてい

なかった。

イ 運営の合理化に資する意見

① 自主事業に対する財源確保について

団体は事務局部門の統合による内部管理経費の

削減や、賛助会員の拡大による会費収入の確保に

努め自主事業を行っているが、金利の低下に伴い

基本財産の運用益が減少し、将来的にはこの事業

① 使用料の収納事務について

島根県立はつらつ体育館は、平成�
年度から指定管理

者による管理へと移行しているため、本指摘事項に係る

指摘事項については、回答できない。

② 公益法人会計基準に基づく正味財産増減計算書等につ

いて

平成�
年度決算より正味財産増減計算書も作成、計算

書類への注記を記載し、公益法人会計基準に準拠した決

算書類を整えた。

① 自主事業に対する財源確保について

今年度以降も、賛助会員の募集対象範囲を拡大するな

ど、引き続き賛助会員の拡大による会費収入の総額確保

に努める。

また、運営委員会等において自主事業の実施状況を評
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の実施が困難となる恐れがある。

ついては、自主事業の見直しや財源確保につい

て県と一体となって検討されたい。

価し、費用対効果の観点からより効率的な事業の実施を

図っていく。

��������	
���

����

� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 宍道湖自然館の利活用について

宍道湖自然館の入館者数は、開館以来減少傾向

にあるので、他の観光施設等とのネットワークに

よる連携強化を図るなど、入館者の増加対策に努

められたい。

特に、教育関係機関に対し児童・生徒の自然保

護や環境教育の場として活用されるよう働きかけ

られたい。

� 団体

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 宍道湖自然館の利活用について

宍道湖自然館の入館者数は、開館以来減少傾向

にあるので、他の観光施設等とのネットワークに

よる連携強化を図るなど、入館者の増加対策に努

められたい。

特に、教育関係機関に対し児童・生徒の自然保

護や環境教育の場として活用されるよう働きかけ

られたい。

① 宍道湖自然館の利活用について

宍道湖自然館の入館者数については、周辺観光施設や

類似施設の入館者数を曜日別に見たところ、週末をのぞ

けば月曜日の入館が最も多いことから、平成��年�月	

日より周辺の県立大型観光施設（県立美術館、八雲立つ

風土記の丘資料館、三瓶自然館）とともに休館日を入館

者数の少なかった火曜日に一斉変更し、一層の連携強化

を図ることとした。

また、教育庁義務教育課と当課とは宍道湖自然館管理

運営協議会の委員として連携しスムーズな施設の運営に

努めてきているところであり、館の教育施設としての側

面から、自然保護や環境教育の場としてＰＲを行うとと

もに、教育事業とも積極的に協力しあっていくこととし

ている。今後とも、他の観光施設や、教育関係機関との

連携強化を図り、入館者数の増加に努める。

① 宍道湖自然館の利活用について

・他の観光施設等とのネットワークによる連携強化

これまでも旅行代理店との間でクーポン利用契約を

結び、団体客の確保に努めてきた。それ以外に、今年

度から近隣観光地（玉造温泉）のホテル利用客に入館

券をセット販売する取り組みを行っている。今後も、

このような他機関との連携を強化し入館者数の増加に

努めたい。なお、平成��年
月から�月までの�ヶ月

間は前年度を超える入館者数を確保できている。

・教育関係機関との連携

平成�年度は別紙	および
のとおり学校団体や教

育関係機関などに観察会など講師として職員の派遣を
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実施したほか、来館時に職員による対応をおこなっ

た。学校などの教育機関に対しては、このように興味

を抱かせるメニューを用意して情報発信しているが、

今後とも一層力を入れていきたい。

��������	


������

� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 予算及び決算書類の処理について

公益法人会計基準に基づく収支予算書の総括表

が作成されていなかったり、寄付行為に定められ

ている事業計画書等が、知事に報告されていな

かったので、今後は適正な処理がされるよう指導

されたい。

� 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 公益法人会計基準に基づく収支予算書について

公益法人会計基準に基づく収支予算書の総括表

が作成されていなかった。

② 予算及び決算事務について

寄付行為第��条の事業計画書及び収支予算書並

びに第��条の事業報告書及び収支決算書が知事に

報告されていなかった。

イ 運営の合理化に資する意見

① 経営の安定化について

団体は指定管理者の指定を目指して、組織や職

員給与の見直しを行うなど経営の効率化に取り組

み、平成�	年
月から指定を受けたところであ

る。

一方で、近年会館の利用率が低下傾向にあり、

会費収入も減少している。

したがって団体は、自治体・企業等の訪問活動

を行うとともに、一層のサービスの向上に取り組

み、施設の利用促進を図られたい。併せて賛助会

員の拡大による会費収入の増加にも取り組まれた

い。

① 予算及び決算書類の処理について

今後は適切な処理の指導に努める。

① 公益法人会計基準に基づく収支予算書について

今後はこのようなことがないよう公益法人会計基準を

遵守する。

② 予算及び決算事務について

今後は寄附行為に基づき報告を行う。

① 経営の安定化について

一層の利用拡大を目指し、積極的な営業活動並びに

サービスの向上に努めるとともに維持管理のコスト、人

件費、諸経費等について引き続き削減を図る。
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また、維持管理のコスト、人件費、諸経費等に

ついても引き続き削減に努め経営の安定を図られ

たい。

������

��	
��

� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 中心市街地の活性化について

中山間地域においては、中心市街地の衰退が大

きな問題となっているため、川本町商工会では、

中心市街地の現状と問題点及びその活性化策等に

ついて調査研究が進められ一定の成果が得られた

ところである。

商工会は、この成果を活かして農林水産業と一

体となった中心市街地の活性化に取り組まれた

い。

① 中心市街地の活性化について

島根県の支援を受けた中心市街地商業活性化事業によ

る消費者意識調査から、消費の多様化や車社会による消

費の流出という動向にも拘わらず、消費者の中心市街地

の維持に対する期待は大きいことがうかがえた。こうし

た有効なデータを基に、今後、事業者側がどう応えてい

くかが課題である。��年度以降、アンケートから分析検

討した課題に対し、具体的実施事項を掲げ、接客・個店

の美化、行政の協力を得ての歩道整備・カラー舗装等、

出来ることから実施している。

また、公共工事の減少により、急激に経営が脆弱化傾

向にある建設業者に対し、川本町の資源である農林水産

物を利用した新分野への進出支援、各種情報・研修会開

催情報等をタイムリーに提供するなど、経営革新に向け

た支援を強化している。

第�次産業中心の町から、今後は第	次産業の掘り起

こしを行い、それらの産物からの高付加価値商品の開発

に至るまで、町全体の経済（貨幣）の循環を変えるため

の施策を、行政と一体となって進めて参ります。

その一貫として、商工会員・医療機関・農業者・もの

づくり団体等の主要メンバーが発起人となった「まちづ

くりＮＰＯ法人」を立ち上げ、現在、法人格取得へ向け

た申請を行っています。今後はより多くの住民の賛同者

も得ながら、行政と連携した町の活性化に取り組む予定

であり、商工会はその中心的役割を担って参ります。

������

��	
��
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� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 支払事務について

職員の通勤手当の認定を誤って支給していたも

のがあった。

イ 運営の合理化に資する意見

① 地域特産品の開発支援について

中山間地域においては、人口減少や少子高齢化

の進展に加え公共事業の減少等に伴い地域経済力

の低下が大きな問題となってきているが、桜江町

では、地域資源を活用した特産品開発が進行しつ

つある。商工会としても、農林水産業と連携して

こうした動きを一層支援されたい。

① 支払事務について

指摘事項を認め、当該職員の認定を取り消すととも

に、当該年度の通勤手当について返還等の措置を講じ

た。

① 地域特産品の開発支援について

中山間地域においては、人口減少や少子高齢化の進展

に加え公共事業の減少等に伴い地域経済力の低下が大き

な問題となっているが、桜江町では、地域資源を活用し

た特産品開発が進行しつつある。

商工会としても、農林水産業及び行政と連携をとりな

がら事業を推進していく。

������

��	
��

� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 扶養手当の認定について

被扶養者の所得要件を判断する証拠書類がない

まま、職員の扶養手当を認定していた。

① 扶養手当の認定について

平成��年度分については年金の源泉徴収票にて所得金

額を確認しました。平成��年度分からは所得証明により

所得金額を確認します。

�������
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� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体
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ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 会計に関する規程について

会計に関する規程が整備されていなかった。

① 会計に関する規程について

庶務規程の中に、第四章事務処理・第五章決裁・第六

章会計を明文化し、規程整備を行った。（平成��年�月

	日常議員会承認、改正庶務規程添付）

��������	
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� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

イ 運営の合理化に資する意見

① 県立ライフル射撃場の管理について

県は、この施設の管理を団体に委託している

が、団体は、「使用許可申請書」を使用者から徴

することなく施設を使用させていたり、使用料を

調定していた。今後、団体に対して、施設の管理

を適正に行うように指導されたい。

� 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 管理業務について

県立ライフル射撃場の「使用許可申請書」を使

用者から徴することなく施設を使用させていた

り、使用料を調定していた。

① 県立ライフル射撃場の管理について

施設の使用に際しては、使用者から使用許可申請書を

徴取するなど、島根県立ライフル射撃場条例及び同施行

規則に基づき適切な管理運営を行うよう指導する。

① 管理業務について

島根県立ライフル射撃場条例及び同施行規則に基づい

た、適正な管理運営を行う。

�����������
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� 所管課

ア 改善等を要する事項

本財政的援助等に関する事務は、おおむね適正に

執行されているものと認めた。

� 団体

ア 改善等を要する事項

○公表・指摘事項

① 執行伺について

説明会における会場使用料に関する執行伺が作

成されていなかった。

② 契約方法について


�万円以上の委託契約において予定価格が設定

① 執行伺について

今後は必ず事前に執行伺いをするなど適正な執行に努

めます。

② 契約方法について

単価契約の場合においても、総額で
�万円以上が見込
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島根県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県公安委員会委員長 室 崎 富 恵

�	
����������

島根県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

島根県道路交通法施行細則（昭和��年島根県公安委員会規則第	号）の一部を次のように改正する。

別表高速自動車国道（中国横断自動車道・尾道松江線）の項の次に次のように加える。

別表一般県道出雲空港宍道線の項の次に次のように加える。
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この規則は、平成��年��月��日から施行する。

第���
�号 平成��年��月��日(��)

されていなかった。 まれるときには予定価格を定めるよう職員に徹底した。

今後は適正な契約に努めます。

高速自動車国道（山陰自動車

道）

松江市宍道町伊志見���番
�先から簸川郡斐川町大字直江町
���番�地先まで

一般県道 斐川上島線 簸川郡斐川町大字直江町���番�地先から簸川郡斐川町大字直江町
���番�地先ま

で


